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情報公開の⾒直しについて

地域の皆さまの更なる安⼼感と信頼感の醸成

タイムリーな
公表・情報公開

更なる情報公開更なる情報公開
「公表」未満の情報等

（品質に影響を及ぼす情報等） 訓練や研修の状況

更なる情報公開

地域とともに歩む姿勢

地域共生

○イベント情報
○広報誌等の発⾏
○LINEを活用した

情報提供

安全性
安全対策等へ取り組んでいる姿勢

＜安全への不断の取組＞

○NRA審査状況
○⽉例プレス
○状況説明会

透明性
企業や組織がその活動や情報を
透明かつオープンに開示する姿勢

○公表、トラブルプレス
○発電所不具合情報
○地震・津波等発生時

の発電所状況

ラジオ、SNSなど
メディア露出の拡充

地域の皆さまの当社に対する更なる安⼼感と信頼感の醸成に繋がる様、今般、透明性の
観点から従来の「公表」未満の事象を含む不適合情報等について、前広に「公開」するととも
に、引き続き安全性や地域共生の観点も含め、更なる情報公開に努めていく。
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［これまでの公表基準］
１．茨城県安全協定第１７条の「事故・故障等の連絡」に該当する事象

1 ）放射性物質等が異常に漏えいしたとき 2 ）事業所敷地内において火災があったとき等
２．当社が必要に応じ公表している事象（例）

１）社会的関⼼の高い事 ２）原⼦⼒規制検査結果 ３）地震、津波、台風による被害
４）当社事業に関して積極的に情報公開すべきと判断した事象 ５）緊急⾞両を要請した時
６）⽉例プレス

［追加する公表基準］
上記については、今後も継続して公表を⾏うが、透明性の高い情報発信を通した社員の意識向上・緊張感の維持ため、
コンディションレポート（ＣＲ) ※1 や不適合※2の情報についても、追加で公表を⾏なう。
なお、公表した事象と情報公開する事象が重複する可能性もある。
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※1 コンディションレポート（CR︓Condition Report）
本来あるべき状態とは異なる状態、すべき⾏動から外れた⾏動や結果等。

※2 不適合
法令や保安規定などの要求事項を満⾜していない状態を⾔います。

更なる情報公開
「公表」未満の情報等

（品質に影響を及ぼす情報等）

透明性
企業や組織がその活動や情報を
透明かつオープンに開示する姿勢

○公表、トラブルプレス
○発電所不具合情報
○地震・津波等発生時

の発電所状況

公開の対象について(具体的事例)

追加する情報公開事例

・CR例 ポンプエリアにおける転倒(業務⾞両搬送)
事象について［堰に躓き転倒］

・不適合例 原⼦炉建屋⼈員用出⼊⼝の開閉不可

公開の⽅法及び頻度
・ 情報公開方法 :  当社ホームページ
・ 情報公開頻度 :  ⽉毎
・ 運用開始時期 :  ２０２５年2⽉(予定)


